
 

事 務 連 絡 

 平成 31 年２月 28 日 

 

各 都 道 府 県 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課 

各 指 定 都 市 教 育 委 員 会 施 設 主 管 課 

各 都 道 府 県 施 設 主 管 課 

各 指 定 都 市 施 設 主 管 課 

各 都 道 府 県 私 立 学 校 担 当 課 

各 国 公 私 立 大 学 施 設 担 当 部 課 

各国公私立高等専門学校施設担当部課  

各大学共同利用機関法人施設担当部課  

各文部科学省国立研究開発法人施設担当部課 

各文部科学省独立行政法人施設担当部課 

 

ス ポ ー ツ 庁 参 事 官 （ 地 域 振 興 担 当 ）  

文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部施設企画課 

 

体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について 

 

 標記については、平成 29年５月 29日に公表された、消費者庁の消費者安全調査委員

会による事故等原因調査報告書（以下「消費者庁報告書」）を踏まえ、別添の「体育館

の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）」（平成 29 年５月 29 日付 29 施施

企第２号）、「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止対策に関する取組状況調査の結

果の取り組みの徹底について（通知）」（平成 30 年５月 31 日付 30 施施企第３号）等に

より、維持管理における取組をお願いしているところです。 

今般、平成 31年２月 22日に、社会体育施設である体育館で、フットサル大会のウォ

ーミングアップ中の利用者がスライディングをした際、左でん部に剥離した床板が刺さ

り負傷する事故が発生したとの報告、及び平成 31年２月 26日に、別の社会体育施設で

ある体育館で、レクリエーションバレーボールの練習をしていた利用者がすべり込んだ

際、右足からでん部にかけて床の木片が刺さり負傷する事故が発生したとの報告があり

ました。 

消費者庁報告書によれば、事故の発生を未然に防ぐための有効な点検の方法として、

「点検を行う際、塗膜の剝がれや、床板の欠けや割れ、床金具の異常、床下地の状態を

確認することや、スポーツ時の滑り抵抗、ボールの弾み等についての確認は重要である。

目視の場合は、担当範囲を定める、又は複数の目で見る、目視だけではなく、ストッキ

御中 



 

ングをかぶせたモップ等を使用する等があり得る。」とされています。 

体育館の所有者及び管理者におかれては、改めて別添の内容をご確認いただき、事故

の防止対策を推進していただきますようお願いします。 

このことについて、都道府県教育委員会施設主管課及び都道府県施設主管課におかれ

ては、所管の各学校、社会体育施設及びその他都道府県所管施設等へ周知するとともに、

域内の市区町村教育委員会施設主管課及び市区町村施設主管課を通じ、市区町村教育委

員会及び市区町村所管の各学校、社会体育施設、その他市区町村所管施設及び民間スポ

ーツ施設等への周知を図られるようお願いします。 

また、都道府県私立学校担当課におかれては、所轄の私立学校（専修学校、各種学校

を含む）に対して、周知するようお願いします。 

 

【別添１】「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）」（平成 29年５

月 29日付 29施施企第２号） 

【別添２】「体育館の床板の剥離による負傷事故の防止対策に関する取組状況調査の結

果の取り組みの徹底について（通知）」（平成 30年５月 31日付 30施施企第３

号） 

 

【問合せ先】 

スポーツ庁参事官（地域振興担当）施設企画係 

電話：03-5253-4111（内線 3773） 


